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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する国の基準と墨田区の基準（新設条例） 

 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準について、次に掲げる独自基準を設けるほか、内閣府令に定めるとおりとする。 

項目 国の基準の内容 基準の区分 子ども・子育て会議の意見 条例案 備考 

評価等 ・特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者

は、自ら質の評価を行い、常にその改善を図ら

なければならない。 

・特定教育・保育施設は、定期的に保護者、関係

者による評価、または外部の者の評価を受け、

結果を公表し、その改善を図るよう努めなけれ

ばならない。 

・特定地域型保育事業者は、定期的に外部の者

の評価を受け、結果を公表し、その改善を図る

よう努めなければならない。 

参酌すべき 国の基準どおりとするが、表

記については子ども・子育て

会議で次のとおり提案があっ

た。 

（第一項目の表記は、「特定
教育・保育施設、特定地域型
保育事業者は、保育士等の

教育・保育の計画や保育の記
録を通して、自らの教育・保育
実践を振り返り、自己評価す

ることを通して、その専門性の
向上や教育・保育実践の改善
に努めなければならない。」と

する。） 

１ 特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業者は、

教育・保育の計画及び記録を

通して、自らその教育・保育

実践の内容を評価し、常にそ

の改善を図らなければならな

い。 

２ 略 

３ 略 

条例の整合性を図

るため、若干の文言

整理を行った。 

掲示 ・特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者

は、見やすい場所に運営規定の概要や職員の

勤務体制、利用者負担その他の利用申込者の

特定教育・保育施設又は保育の選択に資すると

認められる重要事項を掲示しなければならな

い。 

参酌すべき 国の基準どおりとするが、表
記については子ども・子育て
会議で次のとおり提案があっ
た。 

(園においては子どもの育ち
の掲示のほうが大切であるの
で、重要事項等の掲示はして
いない。国の参酌基準を踏ま
え、見やすい箇所に｢備え置
く｣という表現にする。) 

施設の見やすい場所に、運

営規定の概要、職員の勤務

の体制、利用者負担その他の

利用申込者の特定教育・保育

施設又は特定地域型保育事

業所の選択に資すると認めら

れる重要事項を記した文書を

備え置かなければならない。 

 

変更なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 7


